
四丞国
平成31年4月19B(金） 参・本会議

＆:9．4． 19 新妻秀規氏（公明）

蕊曾． .「クア訳ツ◎

'十γの灘

(答)

新妻先生からのお尋ねにお答えいたします。

最初に、 「本法律案の意義と成立への決意」
についてお尋ねがありました。

／

壁
雨1 ・本法律案は、 仁

0
＝

■■■■

重皇ユー些造塵重重曇ム埜童童座立ゑ丞裳塾三
隻謹宣亙よう、真に支援を必要とする者に
対し、授業料等減免と給付型奨学金の支給を

行い、遥遼堕 謹遮童團_L_坐王辿進屋
へ対処することを目的としています。

2また、杢法律案は、国際人権規約の高等教育
の漸進的無償化の趣旨にもかなうものと考えて
います。
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2020年4月から確実にS.今回の支援措置を
実施し、低所得者世帯であっても、皇_型童麩
這雰力によって明るい未来を2重塾駆量星と重i
童亘躍醒塁を目指してまいります。

19,4, 1？
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１

■(直通)■■(鯛)■■■■【担当課長】高鞠育段階の教醗餓繊鯏度PT主任大軸鞠鍋島豊(蝋）
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．89．4． 19

睡云画
平成31年4月19B(金） 参。本会議

伊藤孝恵氏（立憲）

ワ】F

わ。こC

如何。
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ろのiま阜冒
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(答）

‐次に、 「非進学者の不公平感」についてのお

尋ねでありますが、
1

一

1 ．高校卒業後に進学せずに働く者との公平性に

留意しながらも、 経済状況が困難な家庭の子供
ほど大学等への進学率が低い状況にあることを

踏まえ、今回の支援措置は、真に支援が必要と

軽減を図るものです。
－

灰貢而切

／



医迂画
参・本会議

かお‘り氏（維希）
平成31年4月19B(金）

高木翻9.4. 19

問2住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
に対しては、就学支援制度や幼児教育無償化
など様々な支援措置が実施されている。支援
対象者と非対象者との差の拡大により、国民
の間に不公平感が生じると考えられるが、大
臣の受け止め如何｡また、どのように不公平感
を解消していくのか。

一一一℃

（ ）

(答）
次に、 「支援対象者とそうでない者との不公
平感」についてのお尋ねでありますが、

1 ．高校卒業後に進学せずに働く者との公平性に

量重しながらも、経済状況が困難な家庭の子供
ほど大学等への進学率が低u状況にあることを

踏まえ、今回の支援措置は、真に支援が必要と
考えられる低所得者世帯に限って対象としてい

し
１
１

ます。

家庭の経済事情で進学を諦めてい2．本措置は、

た子供達に、 大学等への進学の道を開く_ものと

考えており、支援を受けた学生がしっかり学ん
だ上で、社会で自立し活躍できるようになるこ

卓童逼旦エ、公費を投じる本施策の効果が延全
に還元されることを目指してまいります。
一

【担当識】高翰育段階の教育費負担鞠新制度PT主任大学改革官鍋島豊(内線)■("m(")■■■■■



岡天国
平成31年4月19日（金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

（答）

斎藤先生からのお尋ねにお答えいたします。

最初に「消費増税が延期された場合について」

のお尋ねがありました、

隅穆

』力、ｲF

1 ．消費税率の引上げについては､政府としては、

反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、

法律で定められたとおり、本年10月に現行の

8％から10%に引き上げる予定です。

2．文部科学省としては、これを前提として、来

年4月からの高等教育の無償化の実施に向け

て、着実に準備を進めていく方針です。



厨短
平成31年4月19日（金） 参・本会議

伊藤孝恵氏（民主）

（答）

次に、 「消費税以外の財源活用」についての

お尋ねでありますが、

Jl llF

1 ．今回の支援措置は、消費税収を社会保障4経

費に充てる消費税法の下、 「制度として確立

された少子化に対処するための施策」として、

本年10月の消費税率引上げによる増収分を

安定財源を確保して実施することとし

ご指摘のような法案修正は考えており

舌用し、
、

､

'
－

ており、

ません。

2．い よ、 ，ずれにせ § ずI肖費税率の引Hこついては、

政府としては、反動減等への十二分な対策を講

じた上で、法律で定められたとおり本年10月

に10％に引き上げる予定です。

【担当課長】高等教育段階の教育費負担軽嚇制度w主任大学改鞘鍋島豊(内線)■■(直通)■■(携帯)■■■■■
1



歴玉画
平成S1年4月19日（金）

高木
19．4．19

参。本会議

かおり氏（維希）

問6本法案の財源を消費税増税分とする以
上､対象者の拡大を含め､政府として高等教育

無償化をこれ以上進めるつもりはないという

ことか。

（議員は、本法案の対象が住民税非課税世帯及
びこれに準ずる世帯に限定しており、国家が

責任をもって人材を育てるという理想が中途
半端に終わるのではないかとの懸念を持って
いる。 ）

（ ）

(答）

次に、 「高等教育無償化の更なる拡大」につ

いてのお尋ねでありますが、

1 ．対象者の拡大については十分に慎重に議論す

る必要のあることだと考えています。 { )

2教育施策推進の財源確保に当たっては、いか

なる税目であれ、その財源は国民の負担を伴う

ものであり、広く国民の間でその効果や必要性

について理解の醸成が不可欠です。

3文部科学省としては、
確保していくため､引き
弓矛工るよう取り組んでまいります6
【担当調高鞠育雛の鯆費鯉職新制度唯任大輔革官鍋島豊(内綴)■■(直通■■■(儲)■■■■



閑天国
平成3，年4月19日（金） 参・本会議

伊藤孝恵氏（民主）19，4． 19

調
今Iま桟

訓則奴、

ｳ､存§葬占

力、ｲ『

(答）

次に、 「本法律案を日切れ扱いとした理由」
についてのお尋ねでありますが、

1 ．高校生の早期の進路選択に資すゑよう、
①機関要件を満たす太学等のリストの公表
②日本学生支援機構への奨学金の予約申込み
などの必要な準備行為を、法案の成立後､夏頃
までに行う必要があるため､､法案の旦切れ扱い

1

ー

垂迄腿ﾕl差迄ところです。

2。なお、文部科学省としては、消費税率の引上

懸聟鑑 崇畿等
着実に準備を進めていく方鈷です。

【担当識】高鋤殻階の縮費負担軽潔嗣剛錐大靴革官鵬豊(内線)■■(直通)■■■齢)■■■

1



既天圃
参・本会議

よし子氏『 (共産）
平成31年4月19日（金）

19．4． 19 吉良

問s学生の支援のための財源を､なぜ､学生の
重い負担となる消費税増税に限定するのか。
「高等教育無償化｣を口実に､消費税増税とい
う重い負担を国民に押し付けることはやめる
べきではないか。

(答）

次に、 「学生の支援のための財源を消費税増
税に限定すること」のお尋ねでありますが、

ノー‐
／

1 ．政府としては、今回の支援措置を着実に進め
ていく

より安 罹悔

おります。

2． また、今般の消費税率の引上げの増収分は、
会保|庫の蓼

叢々な充写

点も含めて考える必要があると考えます。

【担当鯛高轍育段獅謝讃負j蝿新制削主倣学改鞘鍋島豊(蝋)■(灘)■■■(鶴)■■■■

／

＄



岡天国
平成31年4月19日（金） 参○本会議

19．4，19
高木ゞか詰り氏（維希）

一一一一b＝

１
１
問1 高等教育の費用は親が出すべきとの意見
もあるが､学生たちが､将来、国や地方､企業、
その他あらゆる社会において必要とされる人
材として育成されていくことは、今後の日本

にとって大きな資産になると考える。高等教
育の公的負担に対する国民の理解を、どのよ
うに求めていくのか。

１
１一

／

｝

(答）

高木先生からのお尋ねにお答えいたします。
最初に、 「高等教育費の公的負担に対する国
民理解の醸成」についてお尋ねがありました。

1 ．議員の御指摘の蕊り、社会で自立し、活躍で
－ － 。‐・ ロ ■＝、

きる人材を育成することは、国にとっても大き

な資産と考えます。

2。真に支援が必要な低所得者世帯の者を対象と
（ ノ
ー=

した今回の支援措置を通じて、高等教育へのア
クセスの機会均等とともに、高等教育の質の向

上を一体的に推進することで、そうした人材を
-.-~~-‐ - - －－〒 - - ロ

育成していくことを、丁寧に御説明してまいり
ます。

【担当課長】高等教育局学生’留学生課長塩崎正晴(内線■■(直通)’ ｜ (携帯)I －



厨天国
平成31年4月19日（金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

穰、

一古

の一

(答）

次に、 「機関要件と在学生への支援の関係」

についてのお尋ねでありますが、

1 ．機関要件は、支援を受けた学生が、社会で自

立し、活躍できるよう、学問追究と実践的教育

のバランスの取れた､質の高い教育を実施する

大学等を対象とするために設けるものです。

2．機関要件は、大学等が現在の取組を適切に充

実させることで満たせる内容と考えており、皇
＜の大学等が要件を満たせるよう、今後とも、

制度の周知や説明に努めてまいります。



厨天国
平成31年4月19日 （金） 参・本会議

新妻秀規氏（公明）

;関里

(答）

次に「機関要件における教育の目的や質の確

保」などについてのお尋ねでありますが、

1 ．今回の措置による支援を受けた学生が、卒業

一

に後

きる人材の育成を行う大学等」 としたところで

す。

2．また、要件の確認後も、各大学等に機関要件

韮
一

に係る取組状況を公表させるとともに、

充足について毎年確認することにより、

の確保に努めてまいります。

灰買語~引



3．なお、機関要件は、 実務経験のある教員によ

る授業科目の配置に特例を設けるなど、学問分
■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■

野の特性に配慮したものとしています。

(参考）鴬考）大学等における修学の支援に関する法律案

（大学等の確認）

第七条 （略）

2文部科学大臣等は、前項の確認（以下単に「確認」という。 ）を求め

られた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件（第九条

第一項第一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。 ）

を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。

一大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍

することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するため

に必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものである

こと。

【担当課長】高舗育雛の縮費負担鮒鯏度P1主傲学改革官鵬豊(内線)■■(直通)■■■■(携帯)■■■■■
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厨天国
平成31年4月19B(金）参・本会議

19.4, 19 新妻秀規氏（公明）

の髭

／ウー

1

川1plr

(答）

次に「経営の要件」及び「健全な経営とガバ
ナンス改革」についてのお尋ねでありますが、

1 ．今回の支援措置では、教育の質が確保されて
一

おらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題が

ある大学等について、実質的に救済がなされる

ことがないよう、 対象となる大学等に二定の経
営要件を設けることとしています。
支援を受ける学生が安心して勉学を修める

ことができるよう対応してまいります。

阪貢話引
／



8

鍋9..4, 19

2．また、文部科学省としては、学校法人に対す
る経営指導を強化するとともに、 今国会に学校

の雷

提出し､ご審議いただいているところであり、
一

これらの施策を一体的に推進することで、学校

を

ります｡促してまい

「！

一一

(ーノ

0

【担当識】高鞠育段卿教育舶担轍澗度PT主任大学雌官鍋島豊(蝋■■(剛I ロ(雛)■■■■■

Z
＄



岡天国
平成31年4月19日（金） 参・本会議

吉良よし子氏（共産）

(答）

次に、 「職業に直結しない学問と機関要件の
関係」についてのお尋ねでありますが、

1 ．機関要件を設けた趣旨は先に述べたとおりで

あり、特定の学問分野を対象から外すというも

のではありません。

【担当課長】高等教育段階の教育費負担軽減鯏度PT主任大学改革官鵬豊(内線■(直通)■■■(")I



平成31年4月19日（金） 参・本会議

吉良よし子氏（共産）

|灌 蠕学霧 天 ｜
皿, ' ’

7定員割れ大学を対象除外する機関要件は

地方に暮らす若者の進学環境をより一段と悪

化させてしまわないか。地方の中小大学にこ

そ手厚い支援をするべきではないか｡仮に､大

学運営そのものに問題があったとしても、そ

の大学を受験した学生には、何の責任もない。

修学支援を人質に、大学運営の問題の責任を
学生に負わせるべきではなく、機関要件の削
除を求めるが、政府としての見解如何。幽
(答）

次に、

関要件」

「定員割れ大学を対象から除外する機
についてのお尋ねでありますが、

1 ．今回の支援措置では、教育の質が確保されて

おらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題が

ある大学等について、実質的に救済がなされる
一一

ことがないよう、対象となる大学等に一定の経

営要件を設けることとしています。

2．都市部か地方かを問わず、支援を受ける学生

が安心して勉学を修めることができるよう、今

後とも学校法人の経営力の強化に努めてまい

ります。

腱調高舗育繩嗽韻負鶴澗制削主任大軸鞘鵬豊(肉細■■値勧■■■函 ≦ ‐



厨天国
平成31年4月19B(金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

（答）

次に、 「進学率上昇の根拠」についてのお尋
ねでありますが、

剋棚L力、ｲF

1 ．高等教育機関への進堂室は、全世帯では約8割
であるのに対し､住民税非課税世帯では､現状、
4割程度にとどまると推計されます。

2． こうした状況を踏まえ、

所得世帯に限って、今回、

ることとしています。

一
一

3． このため、今回の支援措置によって学生数が
増加した場合にも、要件を満たす学生が支援を

確実に受けるために必要な財源を確保する観
最大の見積もりをする上で、進学率が占から、〃8も、

8割まで上昇すると仮定しています。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通)-(携帯)■■■■



阿天画
平成31年4月19日（金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

(答）

次に、 「年度ごとの対象人数と所要額」につ

いてのお尋ねでありますが、

1 ．今回の支援措置の対象者数や所要額の試算に

あたっては、議員御指摘の通り、低所得世帯の
進学率が、新入生から順次上昇して全体の進学

率に達する等の仮定を置いています。

2．各年度の対象者数や所要額については、各年
■■■■■■■■■■■■■■■

度の予算編成において、その時点での最新の状

況を踏まえて見積もることとしており、現時点
一

でお示しすることは困難です。

【脳課長】高舗韻掌生･留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通)■■■■■(携帯)■■■■■



厭国
平成31年4月19日（金） 参・本会議

伊藤孝惠氏（民主）

認識
（答）

次に、 「支援措置の対象範囲拡大の検討」の
お尋ねでありますが、

N玄栄Lよ旬又耀

至騨十廿笛乃ア武子和

『ｰ…”V，

の合格@91 14F

1 ．新たな支援措置は、 経済状況が困難な家庭の

子どもほど大学等への進学率が低い状況にあ
ることなどを踏まえ、真に支援が必要な低所得
世帯に限って実施するものです。

2．一方、この対象範囲にかかわらず、これまでも
奨学金制度の充実を図ってきたところであり、
支援対象の拡大は、必要な安定的財源の確保に
加え、低所得世帯以外は奨学金の拡充により進
学機会が開かれていることや、進学せずに働く
者との公平性を十分に踏まえ、慎重に議論する

坐臺があると考えております。
灰貢易~羽



S.文部科学省としては、財政や進学率等、その

時々の状況を総合的に半11断しながら、我が国に
一

おける無償教育の漸進的導入に努めていると

ころであり、その具体的なスケジュールや予

算、財源についてお示しすることは困難です。

｜ ’【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■（直通)’ | (携帯）

、



厨天国
●

●

■

や ；
殉け C e←

平成31年4月19日（金） 参。本会議

新妻秀規氏（公明）、19，4;19

簿
急3月14E

合す?中間所 皇情景篝への語

誼借

J〕雀

〆~､

I I

(答）

次に、 「中間所得世帯に対する教育費の負担
軽減策の検討状況や施策の実施時期」のお尋ね
でありますが、

一

1 ．文部科学省においては､ これまでも、奨学金
ノ

制度等の充実を通じて、高等教育への進学の支
､､一〆

援の充実を図ってきたところです。

2・ て 支援存行一さ~なる っ中間所得層につい 、 jっ ［

とについては､貸与型奨学金の拡充により進学

機会が開かれていることや、進学せすに働く者

との公平間二留意する必要があることを十分

に踏まえ、議論する必要があります。

灰貢瀞Z
／



』9．4．19

まえ、今回のした点堯踏 、支援措置大学
三 ■■■、

e. －つ

教育の質向上と併せて､ヨコ間所得層の大学への
が″・ ‘

進めており、今後の方針についてお答えできる
続函
ﾛ幸

階で k
■

８
■ 一

ります。
■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■

r~1

【担当課長】高等教育局学生.留学生爵長塩崎正晴(内總） （直通)■■■■■■(携帯)■■■■■

ゴ

ー
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／
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Ｉ
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師天圃
参。本会議

よし子氏（共産）

一

平成31年4月19B(金）
19．4． 19 吉良

問4現在の高い学費が、一部の学生だけでな

く、すべての学生や保護者の重い負担になっ

ているという認識はないのか。本法律案での
支援の対象者を今後、増やすつもりはあるの
か。対象外となるg割の学生への支援をどう
拡充するつもりか。

(答）

次に、 「支援対象者の更なる拡充」について
のお尋ねでありますが、

1 ． これまでも、奨学金制度の充実による負担 一

「

謹遮を図ってきたところです。

2それでもなお、経済状況が困難な家庭の子ど
もほど大学等への進学率が低い状況にあるこ
となどを踏まえ、真に支援が必要な低所得世帯
に限って新たな支援措置を実施するものです。

（
ー－－

一■ﾛ

S.
－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ﾛ■■■■■■■■■■■■

については、必要な財源の確保に加え、

｡低所得世帯以外は、進学機会が開かれていること
"高校卒業後、進学せずに働く者との公平性に
留意する必要があること

を十分に踏まえ、
考えています。

慎重に議論する必要があると

【担当課長】高等教鯛学生･留学笠課長塩崎正晴(内線)■■(直通)-(携帯)■■■■

／

■
■
▼
０

戸
■
■
Ｐ
ロ

●
ｐ

■■

■■

ロ

2

画
画
ロ
画
一

四
回
戸

■
■

Ｃ

ｌ

■

ｄ
■



厨天国
参。本会議

よし子氏（共産）

平成31年4月19日（金）
19‘4‘ 19 吉良

（答）

次に、 「教育費負担をこれ以上増やさないた

めの高等教育予算の抜本的な拡充」のお尋ねで

ありますが、

r、

経済状況が困難な家庭の1 ．新たな支援措置は、
子どもほど大学等への進学率が低い状況にあ
ることなどを踏まえ、

世帯に限って実施するものです。
C

ｌ
ｆ

2一方、この対象範囲にかかわらず、これまでも

奨学金制度の充実を図ってきたところであり、
■

筧
二
一
■■■■

＝

■

4■

さらなる 溌
一

ヱ
軸
、
’
ぬ Q

■■■■■■■■■ ■■

措置については、安定的財源の確保の困難さに

加え、低所得世帯以外は奨学金の拡充により進
■

学機会が開かれていることや、進学せずに働く

者との公平性を十分に踏まえ､慎重に議論する

必要があると考えます。
■■■■■■■■■■■■

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内親)■■(直通)I 面携帯)■■■■
子

I

＃目
■■■

■

ロ ロ

1

1 〆

０



因廻
平成31年4月19B(金） 参。本会議 ・

’9.4‘ '9 伊藤孝恵氏（民主）

問e 日本政府は、 2012年9月に「経済的、社
会的及び文化的権利に関する国際規約」にお
ける｢無償教育の漸進的な導入｣に対する留保
を撤回した。そのため､本来であれば､速やか
に、高等教育無償化に向けた具体的な施策を
実施する責務があったにも関わらず、 5年以
上もの永きにわたって放置された理由如何。 ／~、

イ ｝

(答）

次に、 「高等教育の無償化が5年以上もの永
きにわたって放置された理由」ですが、

1

の載併

主加需匡

｛ ノ
、、ー〆"

ﾐ 諜誤 釜二三座

2

_鐘埜型
るとともに、
無利子奨学金

9琿躍

窒畠彗篝篝
【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内綴)■■(直通)I (携帯)■■■■■■■

’

I



厨天国
平成S1年4月19日（金） 参・本会議

・ 1．9．4． 19 吉良よし子氏（共産）

（答）

次に、 「将来的な無償化を目指すべき」との

お尋ねでありますが、
一一、

｝I

1 ．新制度は、真に支援が必要な学生に対し、確

実に授業料等が減免されるよう大学等を通じ

た支援を行うとともに､学生生活の費用をカバ

ーするために十分な給付型奨学金を支給する

ものであり、

拡大することで支援が広がっていく_ものと考
えており、 の澗旨n週

運_豆ものと認識しておりますっ

【鵬課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■(携帯)I

、

■
望
■
Ｉ

ｂ
▽
” 、 I

4

召
■
・
■
帥ノ



19．4， 19 ， # 戻沃園
平成31年4月19B(金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

蕊叩1p｣『/一

(答）

次に、 「学習要件」についてのお尋ねであり

ますが、

1 ．今回の支援措置は、支援を受けた学生が大学

等への進学後にしっかりと学んだ上で、社会で

自立し、活躍できるようになることを目的とし

ていることから、在籍する学部等ごとに客観的

な基準により学習成績で判断することとして
1

ー

おります。

2なお、連続して受けた場合に打切りとなる

『警告｣の要件の一つである｢GPA(平均成績）

等が下位4分の1の場合」に関しましては、

掛酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例

撞鬘を検討することとしております。
【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■(直通)■■■■ (携帯)■■■■■■



冠玉画
平成31年4月19B(金） 参．本会議

新妻秀規氏（公明）、19，4， 19
．， ‘"． ！

問3大学等に対して、支援をこれから受ける

生徒。学生にはこの個人要件をきちんと徹底
するよう求めることはもとより、成績面で警
告を受けた学生などに対しては、丁寧な指導
を促すべきと考えますが、どのように取り組
むのか。

rﾍ’

(答）

次に、

ますが、

｢個人要件」についてのお尋ねであり

1 ．今回の支援措置では、大学等への進学後は、

学修成果に一定の要性を課し、修得単位数や学

｢豐豈』を行い、
二は支援を打ち切 ○

る仕組みとしています。
■■■■■■■

2文部科学省としては、制度の運用前から大学

等や学生に対してこれらの仕組みの意義や運
用について理解しきちんと対応していただく

よう、周知・趣旨の徹底に努めてまいります。

【担豐課長】熊鯆局掌生･群生雛餓蹄(内綴)■値遡■■■■(棚■■■■



厨天国
平成31年4月1 9日（金） 参・本会議

新妻秀規氏（公明）

問4 さきの「具体化に向けた方針」には、支援

対象者の成績が振るわない場合につき、 「圏酌

すべきやむを得ない事情がある場合の特例措
置を検討する」とありますが､どのような中身
を想定しているのか、あわせて答弁を求めま
す。

(答）

次に、 「圏酌すべきやむをえない事情がある

場合の特例措置」についてのお尋ねであります
が、

1 ． この特例措置につきましては、制度の検討の

過程において、例えば、国家資格の取得を目的
とする専門学校などでは、成績が下位4分の1

であっても資格を取得できるとの意見があっ

たことを踏まえて検討しているものであり、

現場や専門家の意見を踏まえながら、さらに

検討してまいります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線■■■(直通)■■■■■■(携帯)■■■■■■



阿天臣
平成31年4月1 9日（金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）
三一二二＝－

問8支援を受ける個人の要件に、高校等卒業
後2年の間までに大学等に進学した者とある

が、なぜ2浪までの学生が対象なのか。また、

学び直しやリカレント教育の重要性を強調し

ていた文部科学省の考え方と矛盾するのでは

ないか。

(答）

次に、 「支援対象を卒業後2年の学生までと

する理由」についてのお尋ねでありますが、

1 ．高等学校等を卒業し、短期大学や2年制の

専門学校に進学した者は､20歳以上で就労し、

一定の稼得能力があることを踏まえれば、 こう
一

した者とのバランスを考える必要もあり、現行

の給付型奨学金と同様、高等学校等卒業後2年

以内の進学者を対象することとしております。

2．文部科学省としては、社会人も対象として

いる貸与型奨学金を着実に実施するとともに、

関係省庁と連携しながら、 リカレント教育の

推進にも努めてまいります。
■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)l (携帯) | ]



’94'， ，医沃言ヨ
平成31年4月19B(金） 参。本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）
一一・＝■■＝ －． 一一=■一■ ﾛ = ■凸一■■一~■■凸･ー■ ■■.凸＝

鰻旧来の減免
嘩

『

弓 【 一々一 ‘Y,産画

１
１

問5新たな減免措置によって旧来の減免が実
施されなくなる可能性があるとの危'l具があ
り、中間層にとっては､高等教育の無償化どこ
ろか、むしろ負担増となる場合も出てくると

考える。従来の予算措置による減免制度は維
持すると明言してほしいが、大臣の見解如何。

(答）

次に、 「現行の授業料減免の維持」について

お尋ねでありますが、

1 ‘国公私を通じ、全国で統一的な基準となるた

め、新制度においては対象とならない学生等も

生じ得ると考えていますが、今後、各大学にお

'~、

いて、新制度を踏まえてどのように対応するか
一三一＝二三一一一一ニニーニニーニ一一一一』一二一一一ーず－二-三一一一 一．一一一－－－ ＝ G一一一＝ 亘一一．一'1』■=一一－一一一一一二＝一一一 一

をそれぞれ検討することが必要となります。
一

1
ノ

一一／

2文部科学省としては、各大学における減免基

準の考え方等の状況を把握し、適切に対応して
一一一－．一一一一一一一一一 一 ＝一一一一一一一一一－一吋一=－－－－－－－ニー ー ローロ凸一 ■ ･ ロ ロ 一一一ローーローロ

まいりたいと考えております。

S｡なお、現に支援を受けている学生については、
－－ 一 ．一一一一 一一一 一 一 垂 一二 一 ’1

減免の事由や家計基準の実態等を踏まえつつ、
- ‐ ‐ 一－－－－－＝ﾛ

何らかの酉己盧が必要かどうか検討してまいりたい。

【担当課長】高等教育局学生・留学生課長塩崎正晴(内線)■値伽’ 一一]| <携帯)■■■ロ<携帯)■■■■



厨天国
平成31年4月1 9日（金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

問10授業料減免や学資支給がされても授業

料が大幅に上がれば効果がないと考える。今
後、私立大学も含めて便乗的な値上げがなさ
れることはないのか｡また､それを防ぐための

対策如何。

《

(答）

次に、 「授業料の便乗値上げ」のお尋ねであ

りますが、

1 ．大学の学費は、基本的には、各大学がそれぞ

れの教育・研究環境を勘案しながら、適切に定
ー

めるべきものと認識しています。

2．学費の値上げについては、合理的な範囲を超
－

えたものとならないよう、各大学において、説
’一

明責任を果たしていただくことが重要と考え

ておりますが､今回の支援措置の趣旨に反する

ような学費の値上げが行われることのないよ

う、制度の趣旨の周知に努めてまいりたいと考
■■■■■■■■■■■ R・ －一一一一一 一一一一一

えております。

胆当課長】高舗韻学生留学生諦塙崎疏(肉細■■■値適) |{ ｜ (淵｜ ’



厨天国
(金） 参。本会議

伊藤孝恵氏（民主）

平成e1年4月19B
19．4．19

一一一一→ローローー寺I一宇一・・二

１

１

１

１

一一＝可一

問う増税を見込んで、学費を便乗値上げする

大学が出てきた場合、それに対して文部科学
省はどう対応するのか。高すぎる入学金や授
業料の更なる高騰を、まさか黙認することは
ないと思うが、今後の計画如何。

ｌ
■
１
１
１

|

一
一一一一一字一一一

(答）

次に、 「増税を見込んだ学費の便乗値上げ」
のお尋ねでありますが、

1 ．大学の学費は、基本的には、各大学がそれぞ

〆~~

｛

れの教育。研究環境を勘案しながら、適切に定
一一一-－ －－－－－－－－ －- -－一-－－ ＝＝－－－－ －､ - =－－－－凸一マーマーーーー ーー ーーョ

めるべきものと認識しています。
1－ー－－－一一＝←一一＝一一一一一・一一一｡■‐一一一，■ｰ争・－－－= － ﾆ ョーーー ーロ

2．消費増税を理由とした学費の値上げについて

は、合理的な範囲を超えたものとならないよ

う、各大学において、説明責任害果たしていた
ー一＝一三→ ~=一~~ ~ ~~~一一 = ﾏ －一 一一一一一一三・一＝酉ーーす一 :

だくことが重臺と考えておりますが､今回の支
援措置の趣旨に反するような学費の値上げが

行われることのないよう、制度の趣旨の周知に
ﾛ●･ーローー ~－－－－－－｡,一・一一一~‐●＝=- ‐評 ,■ロ ーL一●舎一一一・一・-一一一一一一U D一一－--■一-一 - -- 口 -- - -=＝－－－．－-一一■一一一 一 面一一－－1

努めてまいりたuと考えております。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通) |L l携帯) |［

／



厨天国
平成31年4月19B(金） 参・本会議

伊藤拳恵氏（国民）19．4，19

各
方
・
の

為
と

《
歩
二

Ⅲ1口l毎

｢－1

(答）

次に、 「各大学の主体的な取り組みを阻害し

ない配慮規定」のお尋ねでありますが、

ヨ、今後、 斤制1 １
日 イ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー

てどのように対応するかをそれぞれ検討する

ことが必要となりますが､新制度においては対

象とならない学生等も生じ得るところであり、

当該学生の学びの継続を支援する観点から、減
L)

免の事由や家計基準の実態や､国立大学I二おけ
る減免基準の考え方等を見極めつつ､何らかの

配慮が必要かどうか､検討蚕試みたいと考えて

おります。

【担当課長】高等教育局学生，留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■■(携帯)I

。
／

玉
一

庁
』
四
回
目
▽

『
Ⅱ
薗
画



必要な配慮について検討するのであれ
法案にそのように盛り込むべきではない

更問

ば、

か･

(答）

「酉己盧する規定を法案に盛り込むべき」との

お尋ねでありますが、

1 ．各大学が、新制度の支援措置に加えてどのよ

うな対応を行うかについては､各大学それぞれ

が検討・判断し、新しい基準を策定していくこ

とになると考えており、法案に酉己慮規定を盛り

込むことは必要ないと考えております。

(参考）

大学等における修学の支援に関する法律案に対する国民民主党の修正案要綱(抜粋）

1 運用上の配慮に係る規定の追加

この法律の運用に当たっては、各大学等による学生等の経済的負担の軽減を

図るための主体的な取組を阻害することのないよう配慮しなければならない旨

の規定を追加すること。

【担当課長】高等教育局学生.留学生課長塩崎正晴(内線)■■ ■■■■(直通)■■■■■■■（携帯）



厨葹
平成31年4月19日（金） 参・本会議

吉良よし子氏（共産）

問1 高すぎる日本の学費は、若者の夢や希望
を阻む大きな壁となっているが、今回の法律
案で学費は少しでも値下げされるのか。

(答）

吉良先生からのお尋ねにお答えします。

最初に、 「今回の法律案で学費が値下げされ

るのか」とのお尋ねがありました。

1 ．今回の新たな制度においては、授業料の値下

げを行うのではなく、真に支援が必要な学生を

対象に授業料の負担を軽減させるため､授業料
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

の減免を行。こととしているものであります。

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■■■(携帯)’



厨天国
平成31年4月19B(金） 参。本会議

吉良よし子氏（共産）19．4， 19

(答）

次に、 「大学等の授業料の値上げを許すべき
ではない」とのお尋ねでありますが、

一一一

｛

1 ．大学の学費は、大学における充実した教育・

研究環境を整える観点から、教職員や施設設備
といった学校運営等に要する経費に充てられる
ものです。

2この学費の設定について、近年、国立大学は
国において授業料の標準額を据え置いているも

のの、基本的には､各国公私立大学が、それぞ

一一

れの教育研究環境を勘案しながら、適切に定

めるべきものと認識しています。 、
》

3． 割H上

と型i篁臺と考えております。
【鶴課長】高等教育鮮生･群総長蛾正購(内線)■値遡■■■■(柵)■■■■■



L』 ・＃
~ 6

冠玉画
平成31年4月19日（金） 参・本会議

新妻秀規氏（公明）19‘4． 19、

〆

の樅

(答）

次に「事務処理指針の策定と地方の事務処理

体制の確立に向けた支援」についてのお尋ねで

ありますが、

ノ

～

1 ．文部科学省では、地方における事務の実施に

必要な準備期間を確保できるよう、機関要件の

確認に関する資料を 自治体・学校向け説明会

／



.1色4．19

2

】ソ【】王

星_毎固撞重いたします。 いI今

e.地方においても新制度の円滑な導入・定着が
図られぎ 壷|道のア

、具体的な指針醗顎

も早急にお示ししてまいります。

r'

【参考】

幼児教育｡高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚合意

(平成30年12月28日） （抄）

(事務費等）

国二おい垂、無償化制度の円滑な導入・定着を図るため、授
業料等減免に係る費用の交付事務や機関要件の確認事務に係る

全国統一的な事務処理に関する具体的な指針を早期に策定し、

地方に提示するとともに、

理体劃を整理し、その体；その体制

ｂ
０
０
０
Ｊ
〃
グ

一一

一
》
１
１
、

構築に要する費用を全額国費により

2020f T】ソ士
。

■(")m淵■■■■【担当課長】高舗育段階の教殻負担鰯職制度PT主任大判革官雛豊(内線）

ユ

二
軍
》

鹿
ヨ

ご
凸
甲
１

二昔
ヱ

＝匡

尭



臣藏園、19．4， 19

平成31年4月19日（金） 参・本会議
伊藤孝恵氏（民主）

霧
:支援の根拠であく
藍の「教畜の耀今髭

引一の割

ツ】F ﾕulplf

(答）

伊藤先生からのお尋ねにお答えいたします。
最初に、 「政府が負う学生支援義務と公的負
担による家計の教育費負担軽減の必要性」につ
いてお尋ねがありました。

／←、

1

憲法第26条第1 ．教育基本法第4条第S項は、
1項あ霜稗を真体化したもQであり、能力があ

よって修学が困難な者にりながら経済的理由に

a_L二は、国や地方公共団体が撞璽血三鍵
措置を講じることを定めています。

の 0

いら一

2． このため、
一
」

る奨学金事業等､公的負担による家計の教育費
員租軽減に努めてまいりましたが畠今回の新た
な修学支援措置により、一層の負担軽減を図っ

二圭上ﾕｰ里_圭立。

【鰹課長】高鞠鯛戦.群生雛塩崎剛(内線■(直通)■■■(雛)■■■■ ／



平成31年4月19日（金/参・本会議園天国
19．4． 19

斎藤嘉隆氏（立憲）

蕊
金の改善

一部の阪
雪皇型蕊

今1口IC

震戸序

ワ〕平ロ

今〃〕易く0

川1口｣で "一.ヘ

）

(答）
次に、 「貸与型奨学金の制度の改善」のお尋
ねでありますが、

蕊
す。

2延滞金に係る賦課率の取扱いについては、星

._ノ

しながら、検討宿'す法． 木113名なと 膳

(参考1）民法における法定利率（2020年4月から） ：5％→､旦_塾

頤涜~引

／



｡と_｡坐]星立w兀ヨ順1¥l－ノいLId､、辱》顕w呪j上1－

旦辿三二行っています。 伽.41？
（参考2） 「民法」 （明治29年法律第89号） 【抄】
第491条債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用
を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させる
・のに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当
しなければならない生
2 （略）

4

(参考3）保証制度の在り方に関する有識者会議

・2019年3月18日に第1回を開催

4月2日に第2回を開催

※第3回については日程を調整中

〆～凸へ.

｛ 1

｜ (直通)■■■■(柵)■■■■■■【担当課長】高等教育局学生‘留学生課長塩崎正晴（肉親）

○

具



厭国
平成31年4月19B(金） 参・本会議

斎藤嘉隆氏（立憲）

蕊
（答）

次に、 「公的な教育費支援施策の年収要件が
異なる理由」についてのお尋ねでありますが、

1 ．幼児教育・保育の無償化は、 「生涯にわたる
人格形成の基礎やその後の義務教育の基礎を
培う」幼児教育の重要性などに鑑み、所得制限
を設けることなく実施するものです。

2．高校の授業料支援については、負担が大きか
った低所得世帯の生徒に対する支援や、公私間

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

する7】宅《

所得制限を設けて実施するものです。ため、

3．高等教育については、経済状況が困難な家庭
の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあ
ることなどを踏まえ、真に支援が必要な低所得
世帯に限って新たな支援措置を実施するものです。

灰貢万引



4． このように、それぞれ適切に判断しているも

のであり、所得制限に関して整合性がないとの
I■■■■■■■

一
」 旨摘は当たりません。キ

【担当課長】高等教育局学生･留学生課長塩崎正晴(内線)■■(直通)■■■■ (携帯)■■■■■■

ｰ


